
作業療法に関連する疑義解釈のまとめ 

 

疑義解釈資料の送付その１３（平成 29年 7月 28日付） 

 

【疾患別リハビリテーション料】 

（問４）いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保

持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位

保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付

属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算

定が可能か。 

  （答）算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保

持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした

患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿

勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価し

た上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調

整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせ

る場合は該当しない。 


